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明
治
四
年
・
伊
賀
農
民
騒
擾
裁
判
関
係
資
料
（
一
）
（
中
山
）

解
題 明

治
四
年
・
伊
賀
農
民
騒
擾
裁
判
関
係
資
料
（
一
）

ｌ
明
治
法
制
史
料
断
片
（
二
）
Ｉ

明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
四
日
間
、
安
濃

津
県
下
、
南
伊
賀
地
方
の
大
半
を
席
捲
し
た
大
規
模
な
農
民
騒
擾

が
勃
発
し
た
。
こ
の
騒
擾
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
統
一
的
な
名

称
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
「
伊
賀
農
民
騒
擾
」

と
い
う
呼
称
を
撰
び
用
い
る
こ
と
と
す
篭

こ
の
騒
擾
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
早
く
、
明
治
二
十
二
年
に
作

成
さ
れ
た
と
お
ぽ
し
き
『
明
治
二
十
二
年
三
月
調
・
名
張
郡
瀬
古

口
村
・
青
蓮
寺
村
・
中
知
山
村
・
中
村
・
夏
見
村
沿
革
誌
』
中
の

「
瀬
古
口
村
」
の
「
諸
税
」
の
項
に
、

（
マ
マ
）

明
治
四
年
十
二
月
伊
賀
国
農
民
一
致
シ
貢
米
ハ
本
高
二
拠
ル

事
修
補
米
ヲ
廃
ス
事
大
豆
納
ハ
米
納
二
復
ス
ル
事
等
ヲ
竹
鎗

ヲ
以
藩
庁
ェ
訴
願
ノ
途
中
村
吏
役
宅
又
ハ
民
家
等
ヲ
殴
損
セ

解
題

中
山
光
勝
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明
治
四
年
・
伊
賀
農
民
騒
擾
裁
判
関
係
資
料
（
一
）
（
中
山
）

シ
メ
タ
リ
同
年
ヨ
リ
右
三
件
ヲ
聴
許
セ
リ

と
み
一
途
ま
た
、
明
治
二
十
二
年
に
編
纂
さ
れ
た
『
明
治
廿
二
年

三
月
舟
一
日
編
纂
・
東
田
原
・
新
田
・
中
村
・
趾
小
波
田
五
箇
村

沿
革
誌
』
の
「
東
田
原
村
」
の
「
諸
税
」
の
項
に
も
、
そ
れ
よ
り

も
若
干
簡
略
な
記
事
が
み
》
篭
さ
ら
に
『
名
張
町
沿
革
茜
に
も

同
年
（
明
治
四
年
ｌ
ｌ
中
山
註
）
捻
熊
け
名
張
郡
農
民
蜂
起

シ
当
時
ノ
庄
屋
ヲ
襲
上
建
物
家
財
等
ヲ
破
段
ス
蓋
シ
修
覆
米

へ
土
木
費
仮
称
｝
免
除
請
願
二
対
シ
不
服
ヲ
唱
へ
此
暴
挙
二

及
ブ

と
み
え
強
騒
擾
後
僅
か
十
数
年
後
（
『
名
張
町
沿
革
茜
に
つ

い
て
は
、
正
確
な
作
成
年
月
日
は
不
明
で
あ
る
が
、
同
じ
名
張
郡

下
の
町
村
沿
革
誌
の
こ
と
と
て
前
掲
『
明
治
二
十
二
年
三
月
調
・

名
張
郡
瀬
古
口
村
・
青
蓮
寺
村
・
中
知
山
村
・
中
村
・
夏
見
村
沿

革
誌
』
や
前
掲
『
明
治
廿
二
年
三
月
州
一
日
編
纂
・
東
田
原
・
新

田
・
中
村
侭
小
波
田
五
箇
村
沿
革
誌
』
等
と
同
じ
頃
調
査
作
成

さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
）
の
記
述
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
直
接

の
見
聞
者
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
現
在
ま

（
５
）

で
に
、
服
部
英
雄
編
『
三
重
県
史
』
下
編
（
大
正
七
年
）
、
中
林

正
三
『
名
賀
郡
史
』
（
大
正
九
砿
や
木
村
靖
二
『
日
本
農
民
騒
動

史
』
（
大
正
十
四
尾
｝
〉
薦
原
尋
常
高
等
小
学
校
編
『
郷
土
教
育
資

料
（
昭
和
三
年
御
大
典
記
念
）
』
（
昭
和
三
皐
牽
木
村
靖
二
『
日

本
農
民
争
闘
史
』
（
昭
和
五
累
畢
木
村
靖
二
『
農
民
騒
動
史
』

（
、
）

（
昭
和
七
年
）
、
鈴
木
善
作
編
『
地
方
発
達
史
と
其
人
物
』
（
昭
和

（
蝿
）

十
尾
望
｝
中
野
銀
郎
『
新
編
伊
賀
地
誌
』
（
昭
和
十
四
年
）
、
法
政

大
学
経
済
学
部
学
術
研
究
部
農
業
問
題
研
究
会
編
『
三
重
県
農
民

運
動
史
調
査
報
告
書
』
（
昭
和
三
十
皐
李
青
木
恵
一
郎
『
日
本
農

民
運
動
史
』
第
二
巻
（
昭
和
三
十
二
軍
甑
〉
杉
本
嘉
八
「
二
董
県

の
歴
史
」
（
昭
和
三
十
四
館
華
中
貞
夫
『
名
張
の
歴
史
』
上
巻

（
脂
）

（
昭
和
三
十
五
年
）
、
大
島
清
・
大
山
峻
峰
「
三
重
県
農
民
運
動
史
」

（
昭
和
三
十
六
尾
即
〉
中
貞
夫
『
名
張
の
歴
史
』
下
巻
（
昭
和
三
十

六
尾
蝿
｝
上
野
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
上
野
市
史
』
（
昭
和
三
十

六
皐
却
｝
三
重
県
編
『
二
董
県
史
』
（
昭
和
三
十
九
隼
郵
〉
三
重
県

警
察
本
部
警
務
部
警
務
課
編
『
三
重
県
警
察
史
』
第
三
巻
（
昭
和

四
十
一
皐
畢
青
木
虹
一
三
明
治
農
民
騒
擾
年
表
」
（
昭
和
四
十
二

隼
畢
〉
杉
本
嘉
八
「
三
重
県
史
」
（
昭
和
四
十
四
駆
琴
〉
中
貞
夫

『
名
張
市
史
』
（
昭
和
四
十
九
単
雫
西
垣
晴
次
・
松
島
博
『
一
一
董

県
の
歴
史
』
県
史
シ
リ
ー
ズ
・
別
（
昭
和
四
十
九
騨
牽
〉
青
山
町

史
編
纂
委
員
会
編
『
青
山
町
史
』
（
昭
和
五
十
四
年
）
、
大
山
田
村

史
編
纂
委
員
会
編
『
大
山
田
村
史
』
下
巻
（
昭
和
五
十
七
累
罰
〉

滝
本
潤
造
『
上
野
市
経
済
の
素
描
』
（
昭
和
五
十
七
累
畢
角
川
日

本
地
名
大
辞
典
編
纂
委
員
会
編
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
・
別
・

二
董
県
』
（
昭
和
五
十
八
皐
雫
な
ど
に
そ
の
概
況
が
紹
介
さ
れ
、
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ま
た
、
土
居
喬
雄
・
小
野
道
雄
編
『
明
治
初
年
農
民
騒
擾
録
』

（
釦
）

（
昭
和
六
年
）
、
久
保
文
雄
「
明
治
四
年
の
伊
賀
大
騒
動
の
一
資
料
」

（
副
）

（
昭
和
二
十
三
年
）
、
島
ヶ
原
村
史
編
纂
委
員
会
編
鳶
ケ
原
村
星

（
昭
和
五
十
八
皐
唖
〉
茂
木
陽
一
「
伊
賀
国
暴
動
一
件
側
１
ｍ
」

（
平
成
元
ｌ
一
軍
《
ぎ
一
重
県
編
『
二
重
県
星
資
料
編
・
近
代
４
．

社
会
・
文
化
（
平
成
二
軍
割
）
な
ど
に
は
、
関
係
資
料
が
覆
刻
、
収

録
さ
れ
て
い
る
。

伊
賀
農
民
騒
擾
の
概
要
は
、
こ
れ
ら
の
文
献
に
よ
っ
て
、
一
応

の
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
騒
擾
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
司
法
的
処
理
が
な
さ
れ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、
検
挙
、
拘
禁
さ
れ
た
者
は
、
二
十
八
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら

の
者
も
木
戸
孝
允
あ
る
い
は
岩
倉
具
視
の
斡
旋
に
よ
り
全
員
が
無

罪
放
免
と
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
き
わ
め
て
不
明
確
な
伝
承
が
の

こ
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
髭

と
こ
ろ
が
、
私
は
数
年
前
、
こ
の
騒
擾
の
裁
判
関
連
資
料
が
、

法
務
省
法
務
図
書
館
に
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
の
文
書
は
、

「
三
重
県
伺
伊
賀
国
阿
拝
郡
荒
木
村
元
大
庄
屋
海
津
八
郎
兵
衛
外

（
鶉
》

三
名
兇
徒
聚
衆
暴
動
ノ
件
」
と
題
す
る
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
、

明
治
五
年
六
月
（
日
欠
）
、
三
重
県
が
司
法
省
に
提
出
し
た
「
伊

賀
国
動
揺
処
刑
伺
」
と
こ
れ
に
対
す
る
同
年
十
一
月
十
七
日
お
よ

び
同
十
一
月
二
十
四
日
付
の
司
法
省
指
令
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ

明
治
四
年
・
伊
賀
農
民
騒
擾
裁
判
関
係
資
料
（
一
）
（
中
山
）

こ
の
指
令
は
、
発
令
年
月
日
を
欠
く
が
、
文
書
の
冒
頭
に
「
壬

申
十
一
月
十
七
日
付
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
が

指
令
の
日
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
指
令
は
、
「
伺
之
通
」

の
文
書
に
は
、
「
伊
賀
国
動
揺
二
付
殴
損
家
数
調
」
お
よ
び
海
津

八
郎
兵
衛
以
下
四
名
の
騒
擾
関
係
者
が
三
重
県
の
前
身
の
一
で
あ

る
安
濃
津
県
に
提
出
し
た
「
口
書
」
す
な
わ
ち
自
白
調
書
が
添
附

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
に
よ
る
と
、
こ
の
騒
擾
で
処
罰
さ

れ
た
者
が
四
名
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
全
員
無
罪
と
す
る
伝
承
が
誤

り
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
な
ど
、
従
来
の
文
献
で
は
未
だ
圃

明
な
ら
ざ
る
部
分
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
以
下
に
各
資
料
に
簡
単
な
解
題
を
附
し
て
こ
の
貴
重
な

資
料
の
全
文
を
翻
刻
、
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
農
民
騒
擾
に
関
す
る
裁
判
の
経
過
の
詳
細
等
に
つ

い
て
は
、
近
く
発
表
予
定
の
別
稿
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
す
る
。

法
務
省
法
務
図
書
館
蔵
『
諸
県
口
書
』
明
治
五
年
。
二
十
九
・

賊
盗
・
第
五
百
六
号
・
三
重
県
伺
伊
賀
国
阿
拝
郡
荒
木
村
元

大
庄
屋
海
津
八
郎
兵
衛
外
三
名
兇
徒
聚
衆
暴
動
ノ
件

（
一
）
明
治
五
年
十
一
月
十
七
日
・
司
法
省
指
令
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明
治
四
年
・
伊
賀
農
民
騒
擾
裁
判
関
係
資
料
（
一
）
（
中
山
）

と
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
述
の
明
治
五
年
六

月
（
日
欠
）
に
三
重
県
か
ら
司
法
省
に
提
出
さ
れ
た
「
伊
賀
国
動

揺
処
刑
伺
」
の
本
文
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
伺
の
文
脈
か
ら

み
て
、
そ
れ
に
附
さ
れ
た
追
而
書
（
尚
尚
書
）
に
対
し
て
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
指
令
に
は
、
函
隅
凹
、
ｍ
嗣
凹
、

同
哩
圃
、
因
邑
雨
因
、
團
噂
同
型
雨
幽

の
捺
印
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
指
令
の
起
案
に
関
与
し
た
司

法
省
官
員
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
横
山
は
、
権
中
録
横
山

尚
、
上
山
は
、
中
録
上
山
惟
清
、
縣
は
、
少
判
事
縣
信
絹
、
大
草

は
、
権
中
判
事
大
草
孝
暢
、
松
本
は
、
権
大
判
事
松
本
暢
、
丹
羽

は
少
録
丹
羽
敦
の
こ
と
で
あ
る
壼
萢
な
お
、
江
藤
に
つ
い
て
は
、

前
掲
『
明
治
五
年
二
月
・
袖
珍
官
員
録
』
の
司
法
省
の
項
に
は
み

え
な
い
が
、
明
治
五
年
四
月
二
十
五
日
に
司
法
卿
に
就
任
し
た
江

藤
新
平
の
こ
と
で
あ
る
●
鞄

こ
の
指
令
も
発
令
年
月
日
を
欠
く
が
、
文
書
の
冒
頭
に
「
壬
申

十
一
月
二
十
四
日
付
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
が
指
令
の

日
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
司
法
省
指
令
は
、
源
助
お
よ
び
北
村

清
右
衛
門
の
量
刑
に
つ
い
て
当
時
頒
布
さ
れ
て
い
た
新
律
綱
領
の

（
二
）
明
治
五
年
十
一
月
二
十
四
日
・
司
法
省
司
令

条
項
に
よ
ら
ず
に
、
こ
れ
が
改
正
案
と
し
て
準
備
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
新
律
条
例
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
壷
す
な
わ
ち
新
律
条
例
第

百
六
十
二
条
（
賊
盗
律
・
兇
徒
聚
衆
附
例
）
の
「
凡
兇
徒
聚
衆
ノ

従
ニ
シ
テ
情
軽
キ
者
ハ
本
罪
一
二
等
ヲ
減
シ
・
徒
三
年
」
に
よ
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
「
本
罪
」
と
は
新
律
綱
領
・
賊
盗
律
．

兇
徒
聚
衆
条
の
「
凡
兇
徒
…
…
造
意
ハ
・
斬
・
従
ハ
・
流
三
等
」

な
る
規
定
の
こ
と
で
あ
る
。

富
永
彦
助
お
よ
び
海
津
八
郎
兵
衛
の
量
刑
に
つ
い
て
は
兇
徒
聚

衆
罪
に
よ
ら
ず
、
新
律
綱
領
・
雑
犯
律
・
不
応
為
条
の
「
凡
律
令

二
正
条
ナ
シ
ト
難
モ
。
情
理
二
於
テ
。
為
ス
ヲ
得
応
カ
ラ
サ
ル
ノ

事
ヲ
為
ス
…
…
事
理
重
キ
者
ハ
。
杖
七
十
」
を
適
用
し
、
さ
ら
に

富
永
に
つ
い
て
は
、
新
律
条
例
第
二
条
（
名
例
律
・
五
刑
附
例
）

の
中
の
「
凡
犯
罪
答
杖
二
該
ル
者
ハ
ー
体
二
打
決
ヲ
廃
シ
答
杖
一

等
毎
ト
ー
日
数
十
日
二
折
シ
…
…
懲
役
二
換
フ
…
…
杖
…
…
七
十

懲
役
七
十
日
」
を
適
用
し
た
か
、
そ
れ
と
も
、
「
杖
七
十
」
を
選

択
し
た
う
え
で
、
明
治
五
年
四
月
（
日
欠
）
・
太
政
官
第
百
十
三

号
布
告
を
も
っ
て
頒
布
さ
れ
た
懲
役
法
を
適
用
し
た
か
の
い
ず
れ

か
で
あ
り
、
ま
た
、
海
津
に
つ
い
て
は
、
「
杖
七
十
」
を
選
択
し

た
う
え
で
、
「
情
偶
諒
ス
可
」
き
も
の
が
あ
る
と
認
定
し
、
新
律

綱
領
・
贈
罪
収
贈
例
図
に
よ
り
、
「
杖
七
十
」
の
脳
罪
金
「
五
両

一
分
」
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
司
法
省
指
令
は
、
量
刑
の
点
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三
重
県
よ
り
司
法
省
に
提
出
さ
れ
た
処
刑
伺
で
あ
る
。
海
津
以

下
四
名
の
量
刑
に
つ
い
て
は
「
賊
盗
律
兇
徒
聚
衆
条
ヲ
以
テ
的
決

シ
難
ク
右
条
二
準
シ
・
・
・
…
所
置
可
仕
哉
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

新
律
綱
領
・
賊
盗
律
・
兇
徒
聚
衆
条
を
類
推
適
用
し
、
そ
の
法
定

刑
よ
り
一
等
を
減
軽
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
伺
は
、

追
而
書
（
尚
尚
書
）
に
て
、
右
四
名
以
外
の
微
罪
者
の
処
分
に
つ

い
て
も
四
名
に
準
じ
て
処
分
し
た
き
旨
を
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
処
刑
伺
に
は
、
海
津
以
下
七
十
二
名
の
家
屋
等
の

被
害
調
書
と
も
い
う
べ
き
「
伊
賀
国
動
揺
二
付
殴
損
家
数
調
」
な

明
治
四
年
・
伊
賀
農
民
騒
擾
裁
判
関
係
資
料
（
一
）
（
中
山
）

で
は
、
源
助
と
北
森
清
右
衛
門
に
つ
い
て
は
、
三
重
県
の
処
刑
伺

と
同
じ
で
あ
る
が
、
富
永
彦
助
と
海
津
八
郎
兵
衛
に
つ
い
て
は
そ

れ
よ
り
も
格
段
と
軽
く
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
文
書
に
は
、

關
凹
、
国
圖
、
關
圃
、
圃
向
園
、
［
閨
、
南
國
の

各
捺
印
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
指
令
の
起
案
に
関
与
し
た
司

法
省
官
員
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
横
山
は
、
権
中
録
横

山
尚
、
青
木
は
、
中
判
事
青
木
信
寅
、
縣
は
、
少
判
事
縣
信
絹
、

丹
羽
は
、
少
録
丹
羽
敦
の
こ
と
で
あ
る
蔭
粒

（
三
）
明
治
五
年
六
月
（
日
欠
）
・
三
重
県
処
刑
伺

る
文
書
お
よ
び
明
治
四
年
十
二
月
（
日
欠
）
、
海
津
以
下
四
名
の

被
告
人
が
栽
判
の
お
こ
な
わ
れ
た
安
濃
津
県
（
三
重
県
の
前
身
）

に
お
い
て
お
こ
な
っ
た
自
白
の
調
書
た
る
各
人
の
「
口
書
」
が
添

附
さ
れ
て
い
る
。

（
１
）
例
え
ば
、
服
部
英
雄
編
『
三
重
県
史
』
下
編
（
大
正
七
年
）
で

は
「
伊
賀
の
暴
動
事
件
」
（
二
七
八
頁
）
、
中
林
正
三
夛
魯
昂
壁
崖

（
大
正
九
年
）
で
は
「
伊
賀
騒
動
」
（
五
八
二
頁
）
、
鈴
木
善
作
編

『
地
方
発
達
史
と
其
人
物
』
（
昭
和
十
年
）
で
は
「
伊
賀
事
件
」

（
二
三
一
頁
）
、
中
野
銀
郎
『
新
編
伊
賀
地
誌
』
（
昭
和
十
四
年
）

で
は
「
名
張
百
姓
一
撲
」
（
五
○
一
頁
）
、
中
貞
夫
『
名
張
の
歴
史
』

下
巻
（
昭
和
三
十
六
年
）
で
は
「
伊
賀
農
民
騒
擾
」
（
二
六
頁
）
、

三
重
県
警
察
本
部
警
務
部
警
務
課
編
『
三
重
県
警
察
史
』
等
三
巻

（
昭
和
四
十
一
年
）
で
は
「
伊
賀
四
郡
一
撲
」
（
六
七
八
頁
）
、
中

貞
夫
『
名
張
市
史
」
（
昭
和
四
十
九
年
）
で
は
「
伊
賀
農
民
騒
擾
」

（
六
二
三
頁
）
、
大
山
田
村
史
編
纂
委
員
会
編
『
大
山
田
村
史
』
下

巻
（
昭
和
五
十
七
年
）
で
は
「
明
治
四
年
の
伊
賀
農
民
一
撲
」

（
七
頁
）
、
三
重
県
編
『
三
重
県
史
』
資
料
編
・
近
代
４
．
社
会
・

文
化
（
平
成
三
年
）
で
は
「
伊
賀
騒
擾
」
（
四
○
八
頁
）
な
ど
と

呼
ば
れ
て
い
る
。

（
２
）
名
張
市
立
図
書
館
蔵
『
明
治
二
十
二
年
三
月
調
・
名
張
郡
瀬
古

口
村
・
青
蓮
寺
村
・
中
知
山
村
・
中
村
・
夏
見
村
沿
革
史
』
（
写

本
）
。
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明
治
四
年
・
伊
賀
農
民
騒
擾
裁
判
関
係
資
料
（
一
）
（
中
山
）

（
３
）
名
張
市
立
図
書
館
蔵
『
明
治
廿
二
年
三
月
舟
一
日
編
纂
・
東
田

原
・
新
田
・
中
村
・
吐
小
波
田
五
箇
村
沿
革
誌
」
（
写
本
）
。

（
４
）
名
張
市
立
図
書
館
蔵
『
名
張
町
沿
革
誌
』
（
写
本
）

（
５
）
前
掲
『
三
重
県
史
」
下
編
。
二
七
八
’
二
七
九
頁
。

（
６
）
前
掲
『
名
賀
郡
史
』
五
八
二
’
五
八
五
頁
。

（
７
）
木
村
靖
二
『
日
本
農
民
騒
動
史
』
（
大
正
十
四
年
）
二
六
六
’

二
六
九
頁
。

（
８
）
名
張
市
立
図
書
館
蔵
・
蔚
原
尋
常
高
等
小
学
校
編
「
郷
土
教
育

資
料
（
昭
和
三
年
御
大
典
記
念
）
』
（
写
本
）
中
の
「
租
税
に
関
す

る
こ
と
」
の
項
。
本
書
は
奥
付
な
ど
を
欠
く
た
め
、
正
確
な
発
行

年
月
日
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
昭
和
三
年
御
大
典
記
念
」
と
記
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
発
行
年
を
昭
和
三
年
と
仮
定
す
る
。

（
９
）
木
村
靖
二
『
日
本
農
民
争
闘
史
』
（
昭
和
五
年
）
三
二
七
’
三

二
九
頁
。

（
畑
）
木
村
靖
二
『
農
民
騒
動
史
』
（
昭
和
七
年
）
二
六
六
’
二
六
九

頁
。

（
ｕ
）
前
掲
『
地
方
発
達
史
と
其
人
物
』
二
三
一
頁
。

（
腿
）
前
掲
『
新
編
伊
賀
地
誌
』
五
○
一
’
五
○
三
頁
。

（
過
）
法
政
大
学
経
済
学
部
学
術
研
究
部
農
業
問
題
研
究
会
編
『
三
重

県
艇
民
運
動
史
調
査
報
告
書
』
（
昭
和
三
十
年
）
一
’
四
頁
。

（
Ｍ
）
青
木
恵
一
郎
『
日
本
農
民
運
動
史
』
第
二
巻
（
昭
和
三
十
三
年
）

七
○
’
七
二
頁
。

（
妬
）
杉
本
嘉
八
「
三
重
県
の
歴
史
」
宮
本
又
次
・
他
『
郷
土
の
歴
史
』

近
畿
編
（
昭
和
三
十
四
年
）
一
二
八
頁
。

（
略
）
中
貞
夫
『
名
張
の
歴
史
』
上
巻
（
昭
和
三
十
五
年
）
四
二
二
’

四
二
六
頁
。

（
Ⅳ
）
大
島
清
・
大
山
峻
峰
「
三
重
県
農
民
運
動
史
」
農
民
連
動
研
究

会
編
『
日
本
農
民
運
動
史
』
（
昭
和
三
十
六
年
）
六
二
一
頁
。

（
肥
）
前
掲
『
名
張
の
歴
史
』
下
巻
・
二
六
’
一
二
二
頁
。

（
岨
）
上
野
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
上
野
市
史
』
（
昭
和
三
十
六
年
）

五
九
頁
。

（
卯
）
三
重
県
編
『
三
重
県
史
』
（
昭
和
三
十
九
年
）
二
九
九
頁
。

（
皿
）
前
掲
。
『
三
重
県
警
察
史
』
第
三
巻
・
六
七
八
’
六
八
○
頁
。

（
蛇
）
青
木
虹
二
「
明
治
農
民
騒
擾
年
表
」
『
明
治
農
民
騒
擾
の
年
次

的
研
究
』
（
昭
和
四
十
二
年
）
三
四
頁
。

（
認
）
杉
本
嘉
八
「
三
重
県
史
」
村
井
康
彦
・
他
罰
踊
壬
王
令
謹
７
・

滋
賀
・
三
重
・
和
歌
山
・
京
都
編
（
昭
和
四
十
四
年
）
一
二
八
頁
。

（
別
）
前
掲
『
名
張
市
史
』
六
二
二
’
六
三
一
頁
。

（
路
）
西
垣
晴
次
・
松
島
博
『
三
重
県
の
歴
史
』
県
史
シ
リ
ー
ズ
・
鯉

（
昭
和
四
十
九
年
）
二
二
頁
。

（
妬
）
青
山
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
青
山
町
史
』
（
昭
和
五
十
四
年
）

五
○
一
’
五
二
頁
。
本
書
は
、
地
元
の
町
史
の
こ
と
と
て
、
後

掲
『
蝋
鯉
誌
伊
賀
大
騒
動
記
』
は
勿
論
の
こ
と
新
た
に
『
明

治
四
辛
未
十
二
月
伊
賀
国
暴
動
件
』
弐
巻
な
る
新
資
料
の
存
在
を

も
挙
示
し
、
後
者
の
中
か
ら
「
山
地
光
之
助
口
書
」
の
記
述
を
引

用
す
る
な
ど
か
な
り
克
明
に
こ
の
騒
擾
の
概
況
を
画
き
出
し
て
い

る
。
な
お
、
こ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
山
地
光
之
助
口
書
」
は
、

後
述
の
法
務
図
書
館
所
蔵
資
料
の
中
に
は
み
あ
た
ら
な
い
と
こ
ろ
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か
ら
、
こ
の
山
地
光
之
助
は
、
一
旦
検
挙
さ
れ
、
安
濃
津
県
聴
訟

課
の
取
調
で
「
口
書
」
を
と
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
、
無
罪
放
免
と

な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
本
書
は
、
「
明
治
四
辛

未
十
二
月
伊
賀
国
暴
動
件
』
弐
巻
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
「
元
県
庁

文
書
で
、
事
件
落
着
後
関
係
者
が
取
調
べ
を
受
け
た
さ
い
の
供
述

書
で
あ
る
。
（
二
冊
の
う
ち
一
冊
が
失
わ
れ
て
い
る
）
」
と
述
べ
て

い
る
（
五
○
二
’
五
○
三
頁
）
。

（
”
）
前
掲
『
大
山
田
村
史
』
下
巻
・
七
’
一
二
頁
。

（
躯
）
滝
本
潤
造
『
上
野
市
経
済
の
素
描
』
（
昭
和
五
十
七
年
）
’
六

頁
、
二
九
頁
。

（
羽
）
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
編
纂
委
員
会
編
『
角
川
日
本
地
名
大
辞

典
・
型
・
三
重
県
』
八
一
○
頁
、
一
○
八
五
頁
。

（
釦
）
土
屋
喬
雄
・
小
野
道
雄
編
『
明
治
初
年
農
民
騒
擾
録
』
（
昭
和

六
年
）
二
七
一
頁
。
本
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
明
治
四
年
十
一

月
名
張
郡
中
村
世
古
村
外
各
村
及
伊
賀
山
田
阿
拝
三
郡
各
封
瞳
浬

の
原
典
は
、
内
閣
文
庫
（
現
国
立
公
文
書
館
）
の
所
蔵
に
か
か
る

『
三
重
県
史
料
』
中
の
「
三
重
県
史
」
で
あ
る
。
こ
の
『
三
重
県

史
料
』
を
含
む
『
府
県
史
料
』
は
、
明
治
七
年
、
政
府
の
命
に
よ
っ

て
各
府
県
が
編
纂
し
た
府
県
史
を
集
成
し
た
も
の
で
、
全
二
一
○

○
冊
余
に
お
よ
ぶ
尼
大
な
文
書
で
あ
り
（
福
井
保
弓
府
県
史
料
』

の
解
題
と
内
容
細
目
」
『
北
の
丸
』
第
二
号
・
昭
和
四
十
九
年
。

六
九
頁
、
七
九
頁
）
、
現
在
、
国
立
公
文
書
館
に
保
存
さ
れ
て
い

る
。
三
重
県
に
は
、
そ
の
副
本
か
、
ま
た
は
編
纂
資
料
が
残
存
し

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

明
治
四
年
・
伊
賀
農
民
騒
擾
裁
判
関
係
資
料
（
一
）
（
中
山
）

（
釦
）
久
保
文
雄
「
明
治
四
年
の
伊
賀
大
騒
動
の
一
資
料
」
伊
賀
郷
土

史
研
究
会
『
会
員
だ
よ
里
』
初
号
（
昭
和
二
十
三
年
）
二
’
三
頁
。

こ
こ
に
覆
刻
、
紹
介
さ
れ
た
『
蝋
盤
諜
昨
伊
賀
大
騒
動
記
』
に

つ
い
て
、
前
掲
『
名
張
の
歴
史
』
下
巻
は
「
『
大
騒
動
記
』
は
、

筆
者
不
明
だ
が
（
上
神
戸
・
永
浜
家
か
ら
出
た
も
の
と
も
思
わ
れ

る
）
騒
擾
を
目
の
あ
た
り
実
見
し
た
誰
か
が
そ
の
生
々
し
い
印
象

を
書
き
留
め
た
も
の
で
、
文
書
も
巧
み
、
動
き
を
具
体
的
に
記
録

し
て
い
る
の
で
極
め
て
興
味
深
く
、
か
つ
貴
重
な
史
料
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
（
二
七
頁
）
。
な
お
、
こ
の
資
料
は
、
そ
の
後
、

前
掲
『
名
張
市
史
』
六
二
四
’
六
二
六
頁
お
よ
び
前
掲
『
青
山
町

史
』
五
○
四
’
五
○
六
頁
に
も
覆
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
犯
）
島
ヶ
原
村
史
編
纂
委
員
会
編
『
島
ヶ
原
村
史
』
（
昭
和
五
十
八

年
）
一
○
○
七
頁
。
本
書
の
「
史
料
編
」
に
は
、
「
伊
賀
農
民
騒

動
始
末
書
」
な
る
新
資
料
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
調
）
茂
木
賜
一
「
伊
賀
国
暴
動
一
件
⑩
１
ｍ
」
三
重
短
期
大
学
法
経

学
会
『
月
報
三
重
法
経
セ
ミ
ナ
ー
』
第
一
二
○
・
一
二
一
号
合

併
号
（
平
成
元
年
）
九
’
一
二
頁
、
第
一
二
二
号
（
平
成
元
年
）

九
’
一
二
頁
、
第
一
二
三
号
（
平
成
元
年
）
八
’
一
○
頁
、
第
一

二
四
号
（
平
成
元
年
）
七
’
一
○
頁
、
第
一
二
六
・
一
二
七
号
合

併
号
（
平
成
元
年
）
八
’
一
二
頁
、
第
一
二
八
号
（
平
成
元
年
）

七
’
八
頁
、
第
一
三
二
・
一
三
三
号
合
併
号
（
平
成
二
年
）
五
’

一
○
頁
。
な
お
、
本
稿
は
、
平
成
七
年
八
月
末
日
現
在
未
完
で
あ

る
。

（
弘
）
前
掲
『
三
重
県
史
』
資
料
編
・
近
代
４
．
社
会
・
文
化
（
平
成
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明
治
四
年
・
伊
賀
農
民
騒
擾
裁
判
関
係
資
料
（
一
）
（
中
山
）

三
年
）
四
○
八
’
四
一
五
頁
。

（
弱
）
例
え
ば
、
前
掲
『
名
賀
郡
史
』
五
八
頁
、
前
掲
『
新
編
伊
賀
地

誌
』
五
○
三
頁
、
前
掲
『
名
張
の
歴
史
』
下
巻
・
一
二
一
’
一
二

二
頁
、
前
掲
『
三
重
県
警
察
史
』
第
三
巻
・
六
八
○
頁
、
前
掲

『
大
山
田
村
史
』
下
巻
・
一
二
頁
、
前
掲
『
青
山
町
史
』
五
二

頁
な
ど
参
照
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
前
掲
『
大
山
田
村
史
』
下

巻
に
引
用
さ
れ
て
い
る
旧
湯
舟
村
の
大
庄
屋
服
部
甚
蔵
家
の
記
録

の
ご
と
く
「
重
き
者
弐
拾
八
人
入
牢
禁
獄
被
仰
付
候
」
と
す
る
も

の
も
あ
る
（
一
○
頁
）
。

（
稲
）
法
務
図
書
館
蔵
『
諸
県
口
書
』
明
治
五
年
。
二
十
九
・
賊
盗
・

第
五
○
六
号
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
資
料
の
存
在
に
最
初
に
気
づ
か

れ
、
注
目
さ
れ
た
の
は
、
今
は
亡
き
恩
師
手
塚
豊
先
生
で
あ
っ
た
。

先
生
は
、
法
務
図
書
館
よ
り
こ
の
資
料
の
コ
ピ
ー
を
入
手
後
、
い

つ
も
の
こ
と
な
が
ら
周
到
な
計
画
を
た
て
ら
れ
、
本
騒
擾
に
関
す

る
研
究
成
果
を
御
発
表
に
な
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

不
幸
に
し
て
先
生
は
、
本
資
料
の
数
葉
を
解
読
さ
れ
た
メ
モ
を
の

こ
さ
れ
た
の
み
で
、
御
病
気
の
た
め
、
平
成
二
年
四
月
十
四
日
午

後
六
時
二
十
四
分
逝
去
さ
れ
て
し
ま
わ
れ
、
精
綴
な
先
生
の
御
論

稿
に
接
す
る
こ
と
は
永
遠
に
叶
わ
ぬ
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

生
前
、
先
生
は
、
つ
れ
づ
ね
私
共
門
下
生
に
「
自
分
に
万
一
の
こ

と
が
あ
れ
ば
、
収
集
資
料
の
中
よ
り
、
各
自
利
用
可
能
な
も
の
が

あ
れ
ば
、
そ
れ
を
使
用
し
、
論
文
な
り
資
料
紹
介
な
り
適
当
な
か

た
ち
で
公
表
し
て
欲
し
い
」
と
申
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
先
生

亡
き
後
、
御
遺
族
よ
り
収
集
資
料
の
処
分
、
使
用
を
一
任
さ
れ
た

私
は
、
同
門
の
方
々
の
御
了
解
を
え
て
、
こ
れ
ら
の
中
、
重
要
と

思
わ
れ
る
も
の
を
一
括
し
て
お
あ
ず
か
り
し
、
先
生
の
御
遺
命
に

副
う
べ
く
、
こ
れ
が
選
別
に
あ
た
っ
た
、
そ
の
過
程
で
知
っ
た
の

が
、
こ
の
資
料
を
含
む
本
騒
擾
に
関
す
る
資
料
綴
で
あ
る
。
こ
れ

を
披
見
し
、
先
生
の
御
遺
志
を
引
き
継
ぐ
べ
く
浅
学
非
才
を
も
か

え
り
み
ず
草
し
た
も
の
が
本
稿
で
あ
る
。
文
字
ど
お
り
の
拙
き
小

稿
で
は
あ
る
が
、
永
年
に
わ
た
る
先
生
の
学
恩
に
対
し
心
か
ら
な

る
感
謝
の
念
を
こ
め
て
、
本
稿
を
先
生
の
御
尊
霊
に
さ
さ
げ
る
も

の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
を
草
す
る
に
つ
い
て
は
、
名
張
市
の
郷

土
史
家
辻
敬
治
氏
よ
り
種
々
御
教
示
を
賜
わ
り
、
法
務
図
書
館
、

名
張
市
立
図
書
館
郷
土
資
料
室
等
に
は
貴
重
資
料
の
閲
覧
に
つ
き

種
々
御
厚
配
に
あ
ず
か
っ
た
。
こ
こ
に
併
せ
て
そ
の
学
恩
に
対
し

深
甚
な
る
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

（
訂
）
『
明
治
五
年
二
月
・
袖
珍
官
員
録
』
一
二
五
葉
・
表
、
一
二
八

葉
・
表
、
一
二
五
葉
・
理
。
な
お
、
丹
羽
に
つ
い
て
は
、
こ
の
官

員
録
の
司
法
省
の
項
に
は
み
え
な
い
が
、
明
治
五
年
八
月
二
十
八

日
に
司
法
少
丞
に
任
命
さ
れ
た
丹
羽
賢
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る

（
『
百
官
履
歴
』
二
・
日
本
史
籍
協
会
叢
書
・
畑
・
昭
和
四
十
八
年

覆
刻
・
二
五
頁
）
。

（
犯
）
『
百
宮
履
歴
』
一
・
日
本
史
籍
協
会
叢
書
・
筋
（
昭
和
四
十
八

年
覆
刻
）
九
○
頁
。

（
調
）
新
律
条
例
に
は
、
第
一
次
草
案
（
明
治
五
年
八
月
奏
進
）
、
再

校
草
案
（
同
年
十
月
十
三
日
進
呈
）
、
改
正
浄
書
案
（
同
年
十
一

月
二
十
八
日
再
進
呈
）
、
最
終
案
（
同
六
年
三
月
九
日
以
降
）
の
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三
重
県
伺
伊
賀
国
阿
拝
郡
荒
木
村
元
大
庄
屋
海
津
八
郎
兵
衛

外
三
名
兇
徒
聚
衆
暴
動
ノ
件

前
註

（
１
）
漢
字
は
、
人
名
等
の
固
有
名
詞
を
の
ぞ
い
て
現
代
一
般
に
使
用

さ
れ
て
い
る
も
の
に
改
め
、
合
字
変
体
仮
名
等
に
つ
い
て
も
普
通

の
も
の
に
改
め
た
。

（
２
）
（
）
の
中
は
、
す
べ
て
中
山
の
註
記
で
あ
る
。

（
伽
）
前
掲
『
明
治
五
年
二
月
・
袖
珍
官
員
録
』
一
二
五
葉
・
表
、
一

二
七
葉
・
裏
、
一
二
八
葉
・
表
、
一
二
五
葉
・
裏
。
な
お
、
清
岡

公
張
に
つ
い
て
は
、
こ
の
官
員
録
に
み
え
な
い
が
、
明
治
五
年
八

月
五
日
に
司
法
権
中
判
事
に
任
命
さ
れ
た
清
岡
公
張
の
こ
と
で
あ

ろ
う
（
前
掲
『
百
宮
履
歴
』
一
・
三
二
九
頁
）
。

（
一
）
（
明
治
五
年
十
一
月
十
七
日
付
・
司
法
省
指
令
）

藤
田
・
前
掲
論
稿
・

校
草
案
に
よ
っ
た
。

四
種
類
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
藤
田
弘
道
「
「
公
文
録
」
所
載

『
新
律
条
例
』
考
」
手
塚
豊
編
著
『
近
代
日
本
史
の
新
研
奉
廷
Ｉ
・

昭
和
五
十
六
年
・
一
六
八
頁
）
が
、
こ
こ
で
利
用
さ
れ
た
も
の
が
、

そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
は
判
然
と
し
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、

藤
田
・
前
掲
論
稿
・
一
二
七
’
一
六
二
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
再

明
治
四
年
・
伊
賀
農
民
騒
擾
裁
判
関
係
資
料
（
一
）
（
中
山
）

新
条
例

圃

凡
兇
徒
聚
衆
ノ
従
ニ
シ
テ
情
軽
キ
者
ハ
又
一
等
ヲ
減
ス
ト
云

フ
ヲ
以
テ
擬
シ

ｊ

闘
村
聚
会
ノ
事
ヲ
宮
ノ
拝
殿
二
書
付
ヲ
張
り
及
上
中
村
卜
雄

通
シ
急
所
普
請
卜
号
シ
野
外
二
火
ヲ
焚
ク
等
動
揺
ヲ
好
ム
く

所
業
終
二
暴
動
ノ
緒
ヲ
ナ
ス
者

徒
三
年
源
助

不
筋
ノ
願
意
ヲ
達
セ
ン
ト
血
誓
シ
強
願
ス
ル
ニ
小
民
共
二

竹
棒
位
ハ
差
テ
不
相
答
云
々
既
二
鼓
動
ノ
形
情
ア
リ
沸
騰

ノ
節
勝
手
二
可
致
ト
申
聞
カ
セ
人
ノ
家
宅
破
壊
ヲ
指
揮
ス

ル
者徒

三
年
北
森
清
右
衛
門

雑
犯
律

不
筋
ノ
願
意
ヲ
達
セ
ン
ト
血
誓
ス
ル
終
二
暴
動
ノ
端
ヲ
ナ

圖
田
囹

伺
之
通

圃
圖
團
圖
囹
囹

（
二
）
（
明
治
五
年
十
一
月
廿
四
日
付
・
司
法
省
指
令
）



明
治
四
年
・
伊
賀
農
民
麗
鐸
蕊
判
関
係
資
料
（
一
）
（
中
山
）

ス
不
応
為
ノ
重
二
問
シ

懲
役
七
十
日
富
永
彦
助

小
民
二
悦
ハ
レ
ン
ト
村
々
庄
屋
ヲ
誘
上
数
件
ノ
歎
訴
二
及

上
租
税
ハ
旧
貫
二
依
ル
ヘ
キ
ノ
朝
命
ヲ
聞
ク
ノ
後
モ
猶
再

三
拝
借
米
ヲ
歎
願
ス
ル
等
不
応
為
ノ
重
二
問
シ
情
燗
諒
ス

可
ヲ
以
テ
蹟
ヲ
聴
ス

賦
罪
金
五
両
一
分
海
津
八
郎
兵
衛

園
圏
圃
團
囹
圖

（
三
）
（
明
治
五
年
六
月
日
欠
・
三
重
県
処
刑
伺
）

流
三
等

造
意 伊

賀
国
動
揺
処
刑
伺

伊
賀
国
名
張
郡
瀬
古
口
村

伊
賀
国
阿
拝
郡
荒
木
村

元
大
庄
屋

海
津
八
郎
兵
衛

壬
申
五
十
四
歳

昨
未
年
中
新
旧
県
御
廃
置
之
際
二
乗
シ
不
軽
件
々
八
郎
兵
衛
造
意

名
張
郡
村
々
庄
屋
共
誘
導
出
願
為
サ
シ
メ
候
得
共
素
ョ
リ
衆
ヲ
聚

メ
官
長
ヲ
挾
制
シ
村
市
ヲ
段
壊
ス
ル
ノ
意
ハ
無
之
処
出
願
央
二
至

り
同
郡
庄
屋
共
之
内
小
川
弥
蔵
岸
本
平
次
郎
右
歎
願
二
付
異
議
有

之
然
ル
ヲ
同
郡
瀬
古
口
村
庄
屋
富
永
彦
助
同
郡
中
村
庄
屋
見
習
北

森
清
右
衛
門
ヨ
リ
ー
郡
挙
而
歎
願
仕
候
ヲ
両
人
異
議
有
之
ダ
メ
摸

従 従 徒
三
年

従徒
三
年

徒
三
年 伊

賀
国
名
張
郡
瀬
古
口
村

伊
賀
国
名
張
郡
中
村

元
庄
屋

富
永
彦
助

壬
申
三
十
歳

北
森
清
右
衛
門

壬
申
四
十
四
歳

農
源
助

壬
申
三
十
一
歳
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尚
以
本
文
八
郎
兵
衛
以
下
三
人
之
者
之
外
動
揺
二
関
係
全
ク
無
罪

ト
難
申
者
不
少
候
本
文
四
人
之
者
二
照
準
夫
々
差
等
所
置
可
仕
哉

此
段
モ
奉
伺
候
。

仕
哉

通
り
不
宜
甚
当
惑
之
旨
両
村
小
前
之
者
共
江
相
通
候
二
付
弥
蔵
平

次
郎
ヲ
怨
ム
事
甚
敷
源
助
専
ラ
主
ト
成
隣
村
中
村
等
江
通
合
度
々

参
会
致
候
ヨ
リ
両
村
大
二
人
気
立
随
テ
隣
村
二
波
昨
未
十
一
月
十

（
マ
マ
）

一
日
夜
彌
蔵
家
宅
ヲ
穀
壊
二
及
候
テ
ョ
リ
弥
人
気
相
立
続
而
平
次

郎
家
宅
殴
壊
遂
二
伊
賀
全
国
之
動
揺
二
立
至
別
帳
之
通
家
屋
殴
損

致
候
事
七
十
余
家
右
之
情
実
ニ
テ
強
チ
八
郎
兵
衛
以
下
賊
盗
律
兇

徒
聚
衆
条
ヲ
以
テ
的
決
シ
難
ク
右
条
二
準
シ
各
頭
書
之
通
所
置
可

口
書
相
添
此
段
奉
伺
候
以
上

壬
申
六
月

司
法
省

明
治
四
年
・
伊
賀
農
民
騒
擾
裁
判
関
係
資
料
（
一
）
（
中
山
）

御
中

三
重
県
七
等
出
仕
烏
山
重
信

三
重
県
権
参
事
丁
野
遠
影

三
重
県
権
令
丹
羽
賢
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